
商業登記等事務取扱手続準則

（最終改正：令和2年9月25日付け法務省民商第141号民事局長通達）
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第1章総貝|」

(趣旨）

条商業登記等に関する事務は，第1条商業登記等に関する事務は，法令に定めるもののほか， この準則によるものと

する。

2嘱託による登記の事務は， 申請による登記の事務に準じて取り扱うものとする。

第2章登記所及び登記官

（管轄転属による登記記録等の移送等）

第2条甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したこと （以下「管轄転属」

という。）に伴い商業登記規則（昭和39年法務省令第23号。以下「規貝|｣」 という。

）第11条の規定により登記記録，附属書類及び印鑑記録（以下「登記記録等」 とい

う。）を移送する場合には，登記記録等を紛失し又は穀損しないよう，保管に注意し
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て，職員が自ら携帯して送付しなければならない。ただし，その方法により難い事情

があるときは，配達証明付書留郵便又は規則第9条の4第5項に規定する信書便の役

務であって同項に規定する信書便事業者において配達若しくは交付の事実の証明を行

うものによって送付して差し支えない。

2 登記記録等の移送は，別記第1号様式による移送書2通のほか， 当該移送書に添付

された目録と同一内容の目録3通を添えてするものとする。

3 登記記録等の移送を受けた乙登記所の登記官は，遅滞なく，移送された登記記録等

を移送書と照合して点検し，前項の目録のうち2通を用いて別記第2号様式による受

領書2通を作成し， これを甲登記所の登記官に交付し，又は送付するものとする。な

お， この場合， 同項の目録のうち1通を用いて受領書の写しを作成し， これを保管す

るものとする。

4移送書又は受領書を受け取った登記官は， 当該移送書又は受領書を用いて別記第3

号様式による報告書を作成し， これにより， 当該登記官を監督する法務局又は地方法

務局の長に登記記録等の引継ぎを完了した旨を報告するものとする。 この場合におい

て， 甲登記所及び乙登記所が同一の法務局又は地方法務局の管内にあるときは，連署

をもって作成した報告書により報告して差し支えない。

5 第1項の場合において，登記簿の附属書類を直ちに移送することが困難な特別の事

情があるときは，第2項の移送書に附属書類を移送しない旨を記載し，便宜甲登記所

において保管することを妨げない。この場合において， 乙登記所に対し， 甲登記所に

保管している附属書類の閲覧の請求があったときは， 乙登記所の登記官は，直ちに，

甲登記所の登記官に当該書類の移送を請求しなければならない。

（事務の委任による登記記録等の移送）

第3条前条の規定は，商業登記法（昭和38年法律第125号。以下「法」 という。

）第2条の規定により一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任した場合に

ついて準用する。

（事務の停止の報告等）

第4条登記官は，水害又は火災等の事故その他の事由により登記所においてその事務

を停止しなければならない場合には，直ちに， 当該登記官を監督する法務局又は地方

法務局の長にその旨及び事務停止を要する期間を報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた法務局又は地方法務局の長は， 当該登記所の事務を停止しなけ
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ればならない事由があると認めるときは，直ちに，法務大臣に別記第4号様式による

意見書を提出しなければならない。

（登記官の交替）

第5条登記官は，その事務を交替する場合には，登記簿及びその附属書類その他の帳

簿等を点検した上で，事務を引き継がなければならない。

2前項の規定により事務の引継ぎを受けた登記官は， 引き継いだ帳簿等を調査し， 当

該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその調査結果を記載した別記第5号

様式による報告書を提出するものとする。

第3章登記簿等

（受付帳）

第6条受付帳は，磁気ディスク （これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録す

ることができる物を含む。以下同じ｡）をもって調製しなければならない。

2前項の規定にかかわらず，受付帳の保存をするには，その記録を別記第6号様式又

はこれに準ずる様式により書面に記載してすることができる。

（管理番号）

第7条登記記録には，管理番号を付すものとする。

2前項の管理番号は，次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに，登記所及

び次の各号に掲げる区分ごとに，登記記録を起こす順序に従って付す12桁の番号と

する。

(1)株式会社

（2）合名会社，合資会社，合同会社及び外国会社

（3）商号，支配人，未成年者及び後見人

（商号検索用ファイルの調製等）

第8条登記所には，磁気ディスクをもって調製する商号検索用ファイルを備える。

2 商号検索用ファイルには，登記した商号を記録しなければならない。 この場合にお

いて， 当該記録は，登記申請の調査の際に当該商号を片仮名で記録するものとする。

3 商号の新設又は変更（更正を含む｡）に係る登記をしたときは，商号検索用ファイ

ルに追加又は変更の記録をするものとする。

第9条削除

（印鑑記録の処理）
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第10条印鑑記録には，規則第9条第6項の規定により記録される印鑑及び印鑑届出

事項並びに規則第9条の5第2項の規定により記録される印鑑カード番号及び交付の

年月日のほか，印鑑の提出年月日をも記録するものとする。

（資格喪失等による印鑑記録の処理）

第11条規則第9条の2及び第11条第7項の規定による記録をするときは，その年

月日をも記録しなければならない。

（印鑑カードの作成等）

第12条印鑑カードは，別記第8号様式又はこれに準ずる様式により作成しなければ

ならない。

2規則第9条の4の規定による印鑑カードの交付の請求の受付は，受付の年月日を申

請書の1枚目の用紙の表面余白に記載してするものとする。

3 印鑑カードの交付の請求の受付をしたときは，主任者は， 申請書の記載と登記簿及

び印鑑記録とが相違しないことを確かめ，かつ， 申請書において明らかにされた印鑑

と登記所に提出された印鑑とを照合しなければならない。 この場合には，主任者は，

申請書の欄外右上部に押印するものとする。

4規則第9条の5第2項の規定により印鑑カード番号及び交付の年月日を申請書に記

載するには，別記第9号様式又はこれに準ずる様式による印版をその1枚目の用紙の

表面余白に押印し，該当欄に所要の事項を記載して，主任者が押印するものとする。

5 前3項の規定は，規則第9条の5第3項の規定による印鑑カードの廃止の届出があ

った場合について準用する。

（申請書類つづり込み帳）

第13条申請書類つづり込み帳は， 1年ごとに別冊としなければならない。

2 登記事件の申請書類つづり込み帳には， 申請書類を受付番号の順序に従ってつづり

込むものとする。ただし，商号の登記の抹消の申請書類及び本店を他の登記所の管轄

区域内に移転した場合の|日所在地における登記の申請書類は， これを別冊とすること

ができる。

3 登記事件以外の事件の申請書類つづり込み帳には， 申請書類を受付の順序によりつ

づり込むものとする。ただし， 申請の種類ごとに，別冊とすることができる。

4 申請書類つづり込み帳の表紙は,別記第10号様式により作成しなければならない。

ただし，第2項ただし書及び前項ただし書の場合には，表紙にその区別を明示しなけ

－4－



ればならない。

第14条申請書類つづり込み帳を分冊する場合には，原則として1冊の厚さを10セ

ンチメートル程度とする。

2登記官は， 申請書類つづり込み帳を格納する場合には，処理未済がないかどうか，

登録免許税用又は手数料用の印紙等に異状がないかどうかを調査し，その結果を申請

書類つづり込み帳の表紙（裏面を含む｡）の適宜の箇所に記載して押印するものとす

る。

3 申請書類つづり込み帳の表紙には，つづり込まれた最初の申請書類の受付番号と最

終の申請書類の受付番号並びに分冊ごとに付した番号を記載するものとする。 この番

号は， 1年ごとに更新するものとする。ただし，登記事件以外の事件の申請書類つづ

り込み帳については， この限りでない。

4登記官は，管轄転属等により申請書類つづり込み帳につづり込まれている申請書類

の一部を移送した場合には，その旨を申請書類つづり込み帳の表紙の裏面に記載して

押印するものとする。

5 登記官は，管轄転属等により申請書類の移送を受けた場合には， 当該申請書類に関

する申請書類つづり込み帳を別冊として保管するものとする。

（電磁的記録に代わる書面の作成方法等）

第14条の2規則第9条の7第1項の保存すべき書面は，法第17条第4項に規定す

る電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法により作成する

ものとする。

2登記官は，前項の規定により作成した保存すべき書面の1枚目の用紙の表面の余白

に， 同項の電磁的記録に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに当該書面を作成

した年月日を記載して押印するものとする。

（帳簿の様式等）

第15条規則第34条第1項各号に規定する帳簿等のうち，次の各号に掲げる帳簿の

表紙及び様式は， 当該各号に定めるところによる。

(1)登記関係帳簿保存簿別記第11号様式

（2）登記事務日記帳別記第12号様式

（3）登記事項証明書等用紙管理簿別記第13号様式

（4）印鑑証明書用紙管理簿別記第14号様式
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（5）決定原本つづり込み帳別記第10号様式

（6）審査請求書類等つづり込み帳別記第10号様式

（7）清算未了申出書等つづり込み帳適宜の様式

（8）印鑑届書等つづり込み帳適宜の様式

（9）再使用証明申出書類つづり込み帳適宜の様式

（10）登録免許税関係書類つづり込み帳適宜の様式

(11)不正登記防止申出書類つづり込み帳別記第10号様式

(12)諸表つづり込み帳適宜の様式

（13）雑書つづり込み帳適宜の様式

第16条前条第2号から第13号までの帳簿は， 1年ごとに別冊とする。ただし， 1

年ごとに1冊とすることが困難な場合には，分冊して差し支えない。

2前項の規定にかかわらず，用紙の枚数が少ない帳簿については，数年分を1冊につ

づり込むことができる。 この場合には， 1年ごとに小口見出しを付する等の方法によ

り，年の区分を明らかにするものとする。

第17条削除

（日記番号等の記載）

第18条規則第34条第2項第2号の規定により登記事務日記帳にその発送又は受領

を記載した書類には，登記事務日記帳に記載した受付の年月日及び日記番号を記載す

るものとする。

第19条から第26条削除

（登記簿等の持出）

第27条登記簿又はその附属書類を登記所外に持ち出した場合には，登記官は，速や

かに，別記第15号様式による報告書により， 当該登記官を監督する法務局又は地方

法務局の長に報告するものとする。

（附属書類の裁判所への送付）

第28条登記官は，法第7条の2ただし書の規定により裁判所に関係書類を送付する

ときは，該当する書類の写しを作成し， 当該関係書類が返還されるまでの間，保管す

るものとする。

2 登記官は，前項の関係書類を送付するときは， 申請書類つづり込み帳の当該関係書

類をつづり込んであった箇所に，裁判所からの送付に係る命令書又は嘱託書及びこれ
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らの附属書類を同項の規定により作成した写しと共につづり込むものとする。

3 登記官は，第1項の関係書類が裁判所から返還された場合には，その関係書類を前

項の命令書又は嘱託書の次につづり込むものとする。 この場合には，第1項の規定に

より作成した写しは，適宜廃棄して差し支えない。

4前3項の規定は，裁半ll所又は裁判官の令状に基づき検察官，検察事務官又は司法警

察職員（以下「捜査機関」 という。）が関係書類を押収する場合について準用する。

（登記簿の滅失の場合の措置）

第29条規則第15条第1項の報告は，別記第16号様式又はこれに準ずる様式によ

る報告書により， 同条第2項の意見の申述は，別記第17号様式又はこれに準ずる様

式による意見書によってするものとする。

2前項の報告書又は意見書には，滅失の事由を詳細かつ具体的に記載しなければなら

ない。

（登記簿等の滅失のおそれがある場合の措置）

第30条前条の規定は，規貝ﾘ第16条に規定する場合について準用する。

（廃棄処分）

第31条規貝|｣第17条の規定による帳簿又は書類の廃棄の認可の申請は，別記第18

号様式による申請書によってするものとする。

第4章登記事項証明書等

（受付）

第32条規則第29条の規定によってする登記事件以外の事件の受付は，受付の年月

日を申請書の適宜の箇所に記載してするものとする。 この場合には，別の方法により

申請書を管理する場合を除き， 申請書の適宜の箇所に一連の番号を記載するものとす

る。

2前項後段の規定により一連の番号を記載した申請書に係る請求については，別記第

19号様式による日計表を作成して，管理するものとする。

3第45条の規定は，第1項の受付をした場合について準用する。

（登記事項証明書等の作成の場合の注意事項等）

第33条登記事項証明書，登記事項要約書又は印鑑証明書（以下「登記事項証明書等

」 という。）を作成して交付する場合には， この条に定めるところによるものとする。

2 主任者は，作成した登記事項証明書等が申請書に係るものであることを確かめなけ
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ればならない。

3 登記事項証明書等は，鮮明に作成するものとする。

4登記事項証明書又は登記事項要約書が2枚以上であるときは, 当該登記事項証明書

又は登記事項要約書の各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならな

い。

5認証文，認証者の職氏名及び認証日付の記載並びに職印等の押印は，整然と，かつ，

鮮明にするものとする。

6登記官は，前項の認証文，認証者の職氏名及び認証日付並びに職印等に間違いがな

いことを確かめなければならない。

7 主任者は，登記事項証明書を作成するときは，別記第20号様式又はこれに準ずる

様式による印版を申請書の1枚目の用紙の表面余白に押印し，該当欄に所要の事項を

記載するものとする。

8 主任者は，印鑑証明書を作成するときは，別記第21号様式又はこれに準ずる様式

による印版を申請書の1枚目の用紙の表面余白に押印し，該当欄に所要の事項を記載

するとともに，証明書の欄外下部に整理番号を記載するものとする。

9前2項の規定にかかわらず，規則第101条第1項第2号の規定により電子情報処

理組織を使用してする登記事項証明書又は印鑑証明書の交付の請求（以下「証明書オ

ンライン請求」 という。）にあっては， 申請ごとに請求の受付の年月日及び受付番号

を表示した書面に，前2項に準じた記載（登記事項証明書の交付の請求（登記事項証

明書の送付の請求を除く。）にあっては受取人が提出する証明書の交付を受ける者の

氏名及び住所， 申請番号並びに証明書の合計の請求通数が記載された書面（以下「提

出書面」 という。）の内容を確認した旨の記載を含み，印鑑証明書の交付の請求（印

鑑証明書の送付の請求を除く。）にあっては受取人が提出する提出書面の内容を確認

した旨の記載及び受取人が提示する印鑑カードの番号を確認した旨の記載を含む｡）

をするものとする。

10 申請人が受領しないため交付することができないまま1月を経過した登記事項証

明書等があるときは， 申請書（証明書オンライン請求にあっては，前項の書面）の余

白に「交付不能」 と記載し， 当該登記事項証明書等を適宜廃棄して差し支えない。

（登記事項証明書の認証文）

第34条規貝|｣第30条第3項の規定による登記事項証明書の認証文は，次のとおりと
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する。

(1)現在事項全部証明書 「これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の

全部であることを証明した書面である｡」

（2）現在事項一部証明書 「これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の

一部であることを証明した書面である｡」

（3）履歴事項全部証明書 「これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の

全部であることを証明した書面である｡」

(4)履歴事項一部証明書 「これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の

一部であることを証明した書面である｡」

（5）閉鎖事項全部証明書 「これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の全部で

あることを証明した書面である｡」

（6）閉鎖事項一部証明書 「これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の一部で

あることを証明した書面である｡」

（7）代表者事項証明書 「これは上記の者の代表権に関して登記簿に記録されている

現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である｡」

2法第10条第2項の規定による請求に基づいて交付する登記事項証明書の認証文に

は，請求に係る登記簿の備えられている登記所の表示を「(何法務局何出張所管轄）

」のように付記するものとする。

（登記事項証明書の記載事項）

第35条現在事項証明書には，規貝ﾘ第30条第1項第1号に掲げる事項のほか，次の

事項を記載するものとする。

(1)現に効力を有する商号及び本店の登記が更正登記によるものであるときは， 当該

更正登記によって更正された登記の原因及び登記年月日

（2）現に効力を有する登記（商号及び本店の登記を除く。）が法第133条第2項の

規定による更正登記（以下「職権更正登記」 という。）によるものであるときは，

当該職権更正登記によって更正された登記の原因及び登記年月日

（3）現に効力を有する商号及び本店の登記の直前の登記が更正登記であるときは， 当

該更正登記によって更正された登記の原因及び登記年月日

（4）法第33条の規定により会社の商号が抹消されているときは，抹消された商号及

びその直前の商号
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（5）法第33条の規定により現に効力を有する会社の商号の直前の商号が抹消されて

いるときは，抹消に係る登記

（6）現に効力を有する会社の役員，会計監査人又は支配人の登記において，その住所，

氏名又は支配人を置いた営業所が就任の登記（重任の登記を含む｡）又は選任の登

記の時におけるものと異なる場合（職権更正登記により異なる場合を除く。）には，

その住所，氏名又は支配人を置いた営業所の変更登記（更正登記を含む｡）の原因

及び登記年月日

2 閉鎖事項証明書には，規則第30条第1項第2号の基準日 （以下「基準日」という。

）前に抹消の記号が付された一切の登記事項を記載するものとする。ただし，基準日

までに全部行使等による抹消の登記がされていない新株予約権の登記のうち，変更登

記（更正登記を含む｡）により抹消する記号が記録されている登記事項については，

この限りでない。

3 代表者事項証明書の文末余白には， 「以下余白」 と記載しなければならない。

4登記事項証明書の標準的な様式及び記載は,登記事項証明書記載例のとおりとする。

（印鑑証明書の証明文）

第36条規貝ll第32条の2の規定による印鑑証明書の証明文は， 「これは提出されて

いる印鑑の写しに相違ないことを証明する｡」 とする。

2 第34条第2項の規定は，法第12条第2項において準用する法第10条第2項の

規定に基づいて交付する印鑑証明書の証明文について準用する。

（職氏名の記載）

第37条登記事項証明書又は印鑑証明書に登記官が職氏名を記載するには，次のよう

にするものとする。

何法務局（何地方法務局）何支局（何出張所）

登記官 何 某

（閲覧）

第38条登記簿の附属書類を閲覧させる場合には，次に掲げるところに留意しなけれ

ばならない。

(1)附属書類の枚数を確認する等その抜取り及び脱落の防止に努めること。

（2）附属書類の汚損，記入及び改ざんの防止に厳重に注意すること。

（3）請求に係る部分以外を閲覧しないように厳重に注意すること。
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（4）閲覧者が筆記する場合には，毛筆及びペンの使用を禁じ，附属書類を下敷にさせ

ないこと。

（手数料を徴収しない場合）

第39条国又は地方公共団体の職員が職務上登記事項証明書若しくは登記事項要約書

の交付又は登記簿の附属書類の閲覧を請求する場合（登記手数料令（昭和24年政令

第140号）第19条の規定により手数料を納めることを要しない場合に限る｡）に

は，その旨を証する所属長の証明書を提出させるものとする。 この場合には， 申請書

に請求の具体的な理由を記載させるものとする。

第5章登記手続

第1節受付等

（受付）

第40条登記官は，登記の申請書の提出があったときは，直ちに，受付帳に受付年月

日，受付番号，登記の種類及び申請人の氏名又は商号若しくは名称を記録しなければ

ならない。

2登記官は， 2以上の申請書が同時に提出された場合には，適宜の順序に従って， 当

該2以上の申請書に係る申請に一連の受付番号を付するものとする。

3提出された申請書類に不備な点がある場合でも，第1項の手続を省略して便宜申請

人又はその代理人にこれを返戻する取扱いは， しないものとする。

4登記の申請を却下しなければならない場合であっても，登記官が相当と認めるとき

は，事前にその旨を申請人又はその代理人に告げ，その申請の取下げの機会を設ける

ことができる。

（日計表）

第41条登記官は，別記第22号様式による日計表を作成するものとする。

（立件簿への記録）

第42条登記官が職権で登記する場合において，受付帳に記録することを要しない事

件については，磁気ディスクをもって調製する立件簿に記録するものとする。

（申請書の処理）

第43条登記官は，第40条第1項の手続をした申請書の1枚目の用紙の表面の余白

に，別記第23号様式若しくはこれに準ずる様式による印版を押印して該当欄に受付

の年月日及び受付番号を記載し，又は別記第24号様式若しくはこれに準ずる様式に
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よる申請の受付の年月日及び受付番号を記載した書面を貼り付けるものとする。

2 前項の規定により押印した印版又は貼り付けた書面には，受付，調査，印鑑の照合，

記入，校合等をする都度，該当欄に取扱者が押印するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず，規則第101条第1項第1号の規定により電子情報処

理組織を使用してする登記の申請（以下「オンライン登記申請」 という。）にあって

は， 申請ごとに印刷した申請の受付の年月日及び受付番号を表示した書面に前項に準

じた処理をするものとする。

（申請書及び添付書類の受領証）

第44条登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には， これらの

書類及び登録免許税額を表示した書面（法第49条第1項の規定による登記の申請に

あっては，登記手数料額の表示を含む｡）を提出させ，登記官が受付の年月日及び受

付番号を記載して押印し， これを交付するものとする。

2前項の規定にかかわらず，オンライン登記申請にあっては， 申請書情報の内容を表

示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し， これに登記官が押印して受領証を作

成するものとする。

（使用済の記載等）

第45条登記官は， 申請書の受付をしたときは，直ちに， これに貼り付けられた領収

証書に「使用済」 と記載し，又は貼り付けられた印紙に再使用を防止することができ

る消印器で消印するものとする。

2前項の領収証書については，その余白中適宜の個所に， 申請の受付の年月日及び受

付番号を記載して， 同項の使用済みの旨の記載に代えることができる。

3 第1項の規定は，オンライン登記申請において，登録免許税法（昭和42年法律第

35号）第24条の2第3項において読み替えて適用する同法第21条若しくは第2

2条又は規則第106条第2項において読み替えて適用する規則第63条第3項（他

の法令において準用する場合を含む｡）の規定により登記官の定める書類に領収証書

又は印紙を貼り付けたものの提出があった場合について準用する。

4前項の登記官の定める書類は，別記第24号の2様式又はこれに準ずる様式による

ものとする。

（印鑑の照合）

第46条登記官は，登記の申請があった場合には， 申請書委任状又は法第30条第
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2項若しくは法第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑と，法第2

o条の規定により登記所に提出された印鑑とを照合しなければならない。

2前項の規定は，規則第9条第5項第3号，第5号及び第7号に定める保証書に押さ

れた印鑑について準用する。

（登記官による本人確認）

第47条次に掲げる場合は，法第23条の2第1項の申請人となるべき者以外の者が

申請していると疑うに足りる相当な理由があると認める場合に該当するものとする。

（1）捜査機関その他の官庁又は公署から，不正事件が発生するおそれがある旨の通報

があったとき。

（2）申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者に成りすました者が申請をし

ている旨又はそのおそれがある旨の申出（以下「不正登記防止申出」 という。）に

基づき，第49条第6項の措置を執った場合において， 当該不正登記防止申出に係

る登記の申請があったとき（当該不正登記防止申出の日から3月以内に申請があっ

た場合に限る｡)。

（3）同一の申請人に係る他の不正事件が発覚しているとき。

（4）前3号に掲げる場合のほか，登記官が職務上失ﾛり得た事実により， 申請人となる

べき者に成りすました者が申請していることを疑うに足りる客観的かつ合理的な理

由があると認められるとき。

2規則第38条の3第1項の調書（以下「本人確認調書」 という。）は，別記第25

号様式又はこれに準ずる様式による。

3本人確認調書は， 申請書と共に保管するものとする。

4登記官は，文書等の提示を求めた場合には，提示をした者の了解を得て， 当該文書

（国民健康保険，船員保険，後期高齢者医療保険若しくは健康保険の被保険者証，健

康保険日雇特例被保険者手帳国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組

合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証にあっては保険者番号及び被保険者等

記号・番号（それぞれ国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第111条の2

第1項に規定する被保険者記号・番号等，船員保険法（昭和14年法律第73号）第

143条の2第1項に規定する被保険者等記号・番号等，高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する被保険者番号等，

健康保険法（大正11年法律第70号）第194条の2第1項に規定する被保険者等
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記号・番号等，国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）第112条の2

第1項に規定する組合員等記号・番号等，地方公務員等共済組合法（昭和37年法律

第152号）第144条の24の2第1項に規定する組合員等記号・番号等又は私立

学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）第45条第1項に規定する加入者等

記号・番号等をいう。以下この項において同じ｡）が記載された部分を除き，国民年

金手帳（国民年金法（昭和34年法律第141号）第13条第1項に規定する国民年

金手帳をいう。）にあっては基礎年金番号（同法第14条に規定する基礎年金番号を

いう。以下この項において同じ｡）が記載された部分を除き，個人番号カード（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の禾ll用等に関する法律（平成25年法

律第27号）第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。）にあってはその裏面

を除く。）の写しを作成し，本人確認調書に添付するものとする。ただし， 了解を得

ることができない場合にあっては，文書の種類，証明書番号その他文書を特定するこ

とができる番号等の文書の主要な内容（保険者番号及び被保険者等記号・番号，基礎

年金番号並びに個人番号（同条第5項に規定する個人番号をいう。）を除く。）を本

人確認調書に記録すれば足りる。

（他の登記所の登記官に対する本人確認の調査の嘱託）

第48条登記官が本人確認の調査のため申請人等の出頭を求めた場合において， 申請

人等から遠隔の地に居住していること又は申請人の勤務の都合等を理由に他の登記所

に出頭したい旨の申出があり， その理由が相当と認められるときはj 当該他の登記所

の登記官に本人確認の調査を嘱託するものとする。

2 前項の嘱託は，別記第26号様式による嘱託書を作成し， これに登記事項証明書，

印鑑証明書及び申請書の写しのほか，委任状等の本人確認の調査に必要な添付書面の

写しを添付して， 当該他の登記所に送付する方法によって行うものとする。

3 第1項の嘱託を受けた登記官が作成した本人確認調書は，調査終了後，嘱託書と共

に嘱託をした登記所に送付するものとする。

（不正登記防止申出）

第49条不正登記防止申出は，登記の申請人となるべき者又はその代表者若しくは代

理人（委任による代理人を除く。）が登記所に出頭してしなければならない。ただし，

その者が登記所に出頭することができないやむを得ない事情があると認められる場合

には， 当該登記の申請人となるべき者の委任による代理人が登記所に出頭してするこ
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とができる。

2 不正登記防止申出は，別記第27号様式又はこれに準ずる様式による申出害を登記

官に提出してするものとする。

3前項の申出書には，登記の申請人となるべき者又はその代表者若しくは代理人が記

名押印するとともに，代理人によって申出をするときは， 当該代理人の代理権限を証

する書面を添付するものとする。この場合において， 申出書又は委任状に押印された

印鑑（法第20条の規定により提出された印鑑と同一のものを除く。）につき市町村

長（特別区の区長を含むものとし，地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の19第1項の指定都市にあっては，市長又は区長若しくは総合区長とする｡）の

作成した証明書を添付しなければならない。

4登記官は，不正登記防止申出があった場合には， 当該申出人が申出に係る登記の申

請人となるべき者本人であること， 当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が

必要となった理由に対応する措置を執っていることを確認しなければならない。

5登記官は，不正登記防止申出を受け，規則第34条第3項第7号の規定により不正

登記防止申出書類つづり込み帳に第2項の申出書及びその添付書面等をつづり込んだ

場合には，不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録（別記第28号様式）に， 申出

に係る登記の申請人となるべき者の氏名又は商号若しくは名称及び住所， 申出人の氏

名又は商号若しくは名称並びに申出の年月日を記載するものとする。

6 登記官は，不正登記防止申出があった場合において， これを相当と認めるときは，

前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。

7 不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは，速や

かに， 申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を

完了したときも， 同様とする。

8登記官は，不正登記防止申出に係る登記を完了したときは，第2項の申出書を不正

登記防止申出書類つづり込み帳から除却し， 申請書と共に保管するものとする。 この

場合には，不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に，登記を完了した旨及び除却

の年月日を記載するものとする。

（補正期限の連絡等）

第50条登記官は， 申請書の不備が補正することができるものである場合において，

登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは，電話そ
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の他の適宜の方法により次に掲げる事項を連絡してするものとする。ただし，オンラ

イン登記申請については， 当該事項を記録した補正のお知らせを登記・供託オンライ

ン申請システムに掲示する方法によりするものとする。

(1)補正を要する事項

（2）補正期限の年月日

（3）補正期限内に補正がされなければ， 申請を却下する旨

（4）補正の方法

（5）管轄登記所の電話番号

2 申請の不備の内容が法第24条に規定する却下事項に該当しないときは，補正の対

象としない。却下事項に該当する場合であっても，添付書面（公務員が職務上作成し

たものに限る｡）により補正すべき内容が明らかなときは， 同様とする。

3補正期限内に補正されず，又は取り下げられなかった申請は， 当該期限の経過後に

却下するものとする。

（補正）

第51条申請の補正は，書面によってするものとする。ただし，オンライン登記申請

については，電子情報処理組織を使用して補正に係る情報を登記所に提供する方法に

よって補正をすることができる。

（原本還付）

第52条規則第49条第3項の原本還付の旨の記載は， 同条第2項の謄本若しくは還

付請求書の1枚目の用紙の表面余白又は登記の申請書の添付書面を記載した箇所に別

記第29号様式による印版を押印してするものとする。

2 登記官は，規貝|｣第49条第2項ただし書の規定により還付請求された書類が，偽造

された書類その他不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書類であるとき

は， 当該書類を還付することを要しない。

3 登記官は，前項の規定により添付書面を還付しなかった場合には， 申請書の適宜の

余白にその理由を記載するものとする。 この場合において，還付しなかった添付書面

は， 当該登記の申請書と共に， 申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

第2節却下及び取下げ

（申請の却下）

第53条登記官は， 申請を却下するときは，決定書を作成して， これを申請人に交付
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するものとする。ただし，代理人によって申請された場合は， 当該代理人に交付すれ

ば足りる。

2前項の交付は， 当該決定書を送付する方法により行うことができる。

3 申請の却下の決定書は，別記第30号様式又はこれに準ずる様式によるものとし，

申請人に交付するもののほか，登記所に保存すべきものを1通作成しなければならな

い。

4登記官は，前項の登記所に保存すべき決定書の原本の欄外に決定告知の年月日及び

その方法を記載して押印し， 日記番号の順序に従って，決定原本つづり込み帳につづ

り込むものとする。

5 登記官は，第1項の場合には，決定書の謄本を添えて， 当該登記官を監督する法務

局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。ただし，却下事由が簡単で明

瞭なものである場合は， この限りでない。

6 第1項の場合には，受付帳に「却下」 と記録し， 申請害（オンライン登記申請にあ

っては， 申請書情報の内容を表示した書面。次項において同じ｡）に却下した旨を記

載し， これを申請書類つづ．り込み帳につづり込むものとする。

7 第2項の規定により申請人又はその代理人に送付した決定書の原本が所在不明等を

理由として返送されたときでも，何らの措置を要しない。 この場合においては，返送

された決定書を当該登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとす

る。

8 第6項の規定は，法第52条第3項及びその準用規定により却下の通知を受けた場

合について準用する。

（申請の取下げ）

第54条申請の取下げは，書面によってするものとする。ただし，オンライン登記申

請については，電子情報処理組織を使用して取下げに係る情報を登記所に提供する方

法によって取下げをすることができる。

2 申請の取下げは，登記完了後は，することができない。

3 登記官は， 申請が取り下げら．れたときは，受付帳に「取下げ」 と記録しなければな

らない。

4第1項の書面（同項ただし書の場合にあっては， 同項ただし書に規定する情報の内

容を表示した書面を含む。以下「取下書」 という。）には， 申請の受付の年月日及び
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受付番号を記載し， これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

5 登記官は， 申請が取り下げられたときは，第43条の規定によってした記載及び押

印を朱抹し， 申請書及びその添付書面を還付するものとする。ただし，偽造された書

類その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書類については， この限

りでない。

6 登記官は，前項ただし書の規定により申請書又は添付書面を還付しなかった場合に

は，取下書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。 この場合において，還付

しなかった申請書又は添付書面は，取下書と共に申請書類つづり込み帳につづり込む

ものとする。

7 第5項の規定による還付は，第77条の再使用証明申出善の提出のない場合には，

第76条の規定による通知をした後にするものとする。

8 登記官は， 同一の申請書によって2以上の申請がされた場合において，その一部の

取下げがあったときは，受付帳に「一部取下げ」 と記録しなければならない。 この場

合において， 申請書（オンライン登記申請にあっては， 申請書情報の内容を表示した

書面）には，取下げに係る申請についての登記すべき事項の記載の左に，別記第31

号様式による印版を押印するものとする。

第3節登記の方法

（登記官を明らかにする措置）

第55条登記簿に規貝ﾘ第39条の登記官の識別番号を記録するには，登記情報システ

ム等情報セキュリティ及び運用管理規程（令和2年3月26日付け法務省民総第26

8号当職通達)第2条第46号に規定する登記官カードを用いてしなければならない。

（行政区画等の変更の記録）

第56条規貝ll第42条第1項の規定による記録をする場合は，登記の年月日の記録に

代えて， 「何年何月何日修正」 と記録するものとする。

第4節商号の登記

（商号の登記が抹消された会社の表示）

第57条商人の商号の登記が抹消された場合において，登記に関して当該商人の表示

をするには，抹消された商号に「抹消前商号」の字を冠するものとする。

第5節会社の登記

（本店移転の登記）
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第58条株式会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において， ｜日所在

地における登記の申請書及び新所在地における登記の申請書が旧所在地を管轄する登

記所に提出されたときは，登記官は， これらの申請書（オンライン登記申請にあって

は， 申請書情報の内容を表示した書面）の処理については，第40条及び第43条に

定めるところによるものとする。

2登記官は，法第52条第2項の規定により申請書等を送付した場合には，受付帳に

その旨及び年月日を記録しなければならない。 この場合において， 当該郵便物をこれ

と同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いにより送付したときは，

その旨を付記しなければならない。

3 登記官は，法第52条第2項の規定により申請書等の送付を受けた場合には，その

申請書（オンライン登記申請にあっては， 申請書情報の内容を表示した書面）の処理

については，第40条及び第43条に定めるところによるものとする。

4法第52条第3項の規定により通知をし，又は通知を受けた場合には，登記官は，

受付帳にその旨及び年月日を記録しなければならない。

5法第52条第3項の規定による通知は，別記第32号様式による通知書によってす

る。

（合併等の登記）

第59条前条第1項から第3項までの規定は，法第82条第3項，第87条第2項又

は第91条第2項に規定する登記の申請があった場合について準用する。

（設立及び本店移転等の登記）

第60条株式会社の設立の登記をする場合には，会社成立の年月日を記録しなければ

ならない。

2株式会社が本店移転の登記をする場合又は支店設置の登記をする場合（設立の登記

をする場合を含む｡）には， 当該登記所における登記の順序に従って支店番号を付さ

なければならない。

3 前項の規定は，株式会社の支店移転の登記により新たに登記記録を起こす場合につ

いて準用する。

（支店の所在地を管轄する登記所に対する通知）

第60条の2法第50条第2項本文の規定による通知は，別記第32号の2様式によ

る通知書によってするものとする。
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（準用規定）

第61条第58条から前条までの規定は，合名会社，合資会社及び合同会社について

準用する。

第6節登記の更正及び抹消

（更正の記録）

第62条登記の更正をする場合には，登記の年月日の記録に代えて， 「何年何月何日

更正」 と記録するものとする。ただし，職権により登記の更正をするときは， 当該登

記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得た年月日を記録した上，登記の

年月日の記録に代えて， 「何年何月何日登記官の過誤につき更正」 と記録するものと

する。

第63条登記の更正をする場合において，規貝|｣第99条第1項の規定により登記を回

復するときは，登記の年月日の記録に代えて， 「何年何月何日更正により回復」 と記

録するものとする。

（更正の通知）

第64条法第133条第1項の規定による通知は, ､別記第33号様式による通知書に

よってするものとする。

（職権による登記の更正の許可の手続）

第65条法第133条第2項の規定による許可を得るための申出は，別記第34号様

式又はこれに準ずる様式による申出書によってするものとする。

2 前項の申出についての許可又は不許可は，別記第第35号様式又はこれに準ずる様

式による許可書又は不許可書によってするものとする。

3 登記官は,法第133条第2項の規定による登記の更正の許可書が到達したときは，

受付帳に所要の事項を記録するほか，許可書に受付の年月日及び受付番号を記載する

ものとする。

（抹消の記録）

第66条第62条本文及び第63条の規定は，登記の抹消の記録について準用する。

2法第137条又は法第138条第3項の規定によって登記の抹消をする場合におけ

る規貝|｣第100条第2項の規定による記録は， 「職権抹消」 とする。

（職権抹消の手続）

第67条登記官は，法第135条第1項に規定する事由を発見したときは，別記第3
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6号様式による職権抹消調書を作成するものとする。

2 法第135条第1項の通知は，別記第37号様式による通知書によってするものと

する。 この場合には，登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその通知書の写

しを送付するものとする。

3法第135条第2項の公告の公告文は，別記第38号様式による。

4登記官は，法第136条の規定により異議につき決定をする場合には， 当該登記官

を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとし，異議を却下する決定は別

記第39号様式による決定書により，異議に理由があるとする決定は別記第40号様

式による決定害によりするものとする。

5 登記官は，前項の決定書を2通作成し，その1通を異議を述べた者に適宜の方法で

交付し，又は送付し，他の1通は，その欄外に決定告知の年月日を記載して押印し，

日記番号の順序に従い，審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。

6 登記官は，異議につき決定をした場合には，第4項の決定書の写しを添えて当該登

記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。

7 法第138条第2項の規定による通知は，別記第41号様式による通知書に抹消に

係る登記の登記事項証明書を添付してするものとする。

8 第65条第3項の規定は，支店の所在地の登記所の登記官が前項の通知を受けた場

合について準用する。

（商号の登記の抹消の手続）

第68条前条第1項から第6項までの規定は，法第33条の規定による商号の登記の

抹消の申請があった場合について準用する。

第6章オンライン登記申請等

（オンライン登記申請等）

第69条オンライン登記申請及び証明書オンライン請求の取扱いについては， この準

貝|｣によるほか，商業登記オンライン申請等事務取扱規程（平成24年3月30日付け

法務省民商第886号当職通達）によるものとする。

第7章審査請求

（審査請求の受理）

第70条登記官は，法第143条の規定により，行政不服審査法（平成26年法律第

68号）第19条第1項の規定に基づく審査請求書を受け取ったときは，登記事務日
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記帳に所要の事項を記載し， 当該審査請求書にその年月日及び日記番号を記載するも

のとする。

（相当の処分）

第71条登記官は，法第144条の規定により相当の処分をしようとする場合には，

事案の簡単なものを除き， 当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議す

るものとする。 この場合には，審査請求書の写しのほか，審査請求に係る登記申請却

下の決定書の写し，登記事項証明書， 申請書の写しその他相当の処分の可否を審査す

るのに必要な関係書類を併せて送付するものとする。

2第73条第1項の規定は，登記官を監督する法務局又は地方法務局の長が前項の内

議につき指示しようとする場合について準用する。

3登記官は，法第144条の規定により相当の処分をしたときは，別記第42号様式

により，審査請求人に当該処分の内容を通知しなければならない。

4登記官は，相当の処分をしたときは,その処分に係る却下決定の取消決定書その他

処分の内容を記載した書面を2通作成して，その1通を審査請求人に交付し，又は送

付し，他の1通を審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の次につづ

り込むものとする。

5 前項の場合には，登記官は，別記第43号様式による報告書により， 当該処分の内

容を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。

（審査請求事件の送付）

第72条法第145条前段の規定による審査請求事件の送付は，審査請求書の正本に

よってするものとし，別記第44号様式による意見を記載した書面（以下この条にお

いて「意見書」 という。）を付してするものとする。 この場合において，意見書は，

正本及び当該意見書を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法第11条第2項に

規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を送付しなければならない。

2 前項の規定により審査請求事件を送付する場合には，審査請求書の正本のほか，審

査請求に係る登記申請却下の決定書の写し，登記事項証明書， 申請書の写しその他の

審査請求の理由の有無を審査するのに必要な関係書類を送付するものとする。

3 登記官は，審査請求事件を送付したときは，審査請求書及び意見書の各写しを， 日

記番号の順序に従い，審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。

4法第145条後段の規定による意見の送付は,意見書の畠ll本によってするものとし，
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別記第44号の2様式による送付書に第1項及び第2項の規定により送付された審査

請求書の正本及び関係書類を添付してするものとする。

5法第146条の2において読み替えて適用する行政不服審査法第29条第5項の規

定による法第145条に規定する意見の送付は，意見書の副本によってする。

（審査請求についての裁決）

第73条法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をするには，次に掲げると

ころによるものとする。

(1)地方法務局の長は，審査請求の内容に問題がある場合には， 当該地方法務局を監

督する法務局の長に内議すること。

（2）法務局の長は，審査請求につき裁決をする場合又は内議を受けた場合において，

審査請求の内容に特に問題があるときは， 当局に内議すること。

2裁決書は,別記第45号様式によるものとし,審理員意見書を添付するものとする。

3法務局又は地方法務局の長は，審査請求につき裁決をしたときは，その裁決書の写

しを添えて当局にその旨を報告するものとする。この場合において，地方法務局の長

にあっては， 当該地方法務局を監督する法務局の長を経由して報告しなければならな

い。

第74条法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは，裁決書の謄

本（審理員意見書の写しを含む｡）を審査請求人及び登記官に交付するものとする。

2登記官が前項の裁決書の謄本を受け取ったときは，登記事務日記帳に所要の事項を

記載し，審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の写しの次につづり

込むものとする。

第8章登録免許税

（納付不足額の通知）

第75条登録免許税法第28条第1項の通知は，別記第46号様式による納付不足額

通知書及びその写しを作成してするものとする。

2 前項の通知をした場合には， 申請書（オンライン登記申請の場合における第44条

第2項の書面を含む。以下この章において同じ｡）の領収証書又は印紙を貼り付けた

用紙に別記第47号様式による印版を押印して，登記官が押印するものとする。

（還付通知）

第76条登録免許税法第31条第1項の通知は，別記第48号様式又はこれに準ずる

グー

－23－



様式による還付通知書及びその写しを作成してするものとする。ただし， 同条第3項

の規定により再使用することができる証明をしたときは， この限りでない。

2前項の通知をした場合には， 申請書の領収証書若しくは印紙を貼り付けた用紙又は

取下書に別記第49号様式による印版を押印して，登記官が押印するものとする。

3 登録免許税法第31条第2項の請求により同条第1項の通知をした場合には，登録

免許税法施行令第31条第2項に規定する請求書の余白に別記第49号様式の印版を

押印して，登記官が押印するものとする。

4登記官は，登録免許税法第31条第2項の請求に理由がないと認めるときは，別記

第49号の2様式により請求人に通知しなければならない。

（再使用証明）

第77条登録免許税法第31条第3項の証明を受けようとする者は，別記第50号様

式による再使用証明申出書に所要の事項を記載して申出をするものとする。

2登記官又は主任者は，前項の申出があった場合には， 申請書の領収証書又は印紙を

貼り付けた用紙の余白に，再使用することができる領収証書の金額又は印紙の金額を

記載して，その箇所に別記第51号様式による印版を押印し，証明の年月日及び証明

番号を記載して押印するものとする。

3 登記官又は主任者は，前項の手続をしたときは，再使用証明申出書に証明の年月日

及び証明番号を記載するものとする。

（再使用証明後の還付手続）

第78条登記官は，登録免許税法第31条第5項の規定による登録免許税の還付を受

けたい旨の申出があった場合には，前条第2項の規定により記載した再使用証明文を

朱抹し，再使用証明を施した用紙及び再使用証明申出書の見やすい箇所に「再使用証

明失効」 と朱書して，押印するものとする。

2 第76条第2項及び第3項の規定は，前項の申出に基づく登録免許税法第31条第

1項の通知をした場合について準用する。

（再使用証明領収証害等の使用）

第79条登記官は，再使用証明をした領収証書又は印紙を使用して登記の申請があっ

た場合には，第77条第2項の規定により記載した証明番号の下に「使用済」 と朱書

して，押印しなければならない。

2登記官は，前項の場合には，再使用証明申出書に「使用済」 と朱書して，押印しな
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ければならない。

第9章雑則

（書類の契印）

第80条登記官は，その作成に係る書面（登記事項証明書を除く。）が数枚にわたる

場合には，各用紙のつづり目に職印又は別記第52号様式による印版で契印をするも

のとする。

2前項の場合には， 同項の契印に代えて，特定の記号の形となる穴を打抜機により全

用紙に一括してせん孔する方法によることができる。

（過料事件の通知）

第81条登記官は，その職務上過料に処せられるべき者があることを知ったときは，

遅滞なく，別記第53号様式による通知書に登記事項証明書を添えて，その事件の管

轄地方裁判所（登記記録に過料に処せられるべき者の日本国内の住所が記録されてい

．ないときは，非訟事件手続法（平成23年法律第51号）第8条の規定による最高裁

判所規貝|｣で定める地を管轄する裁判所）に通知しなければならない。

2 前項の場合において，裁判所から請求があったときは， 当該請求に係る書面を送付

するものとする。

3 第1項の通知をしたときは，その旨を磁気ディスクをもって調製する過料事件通知

簿に記録するものとする。

（準用）

第82条この準則は，その性質に反しない限り，法人に関する登記事務の取扱いにつ

いて準用する。
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別記第1号様式（第2条第2項関係）

日記第 ロ
万
［
ロ年 月

○○法務局○○出張所

登記官 殿

○○法務局○○出張所

登記官 唖

移 送
室
冒

年 月 日管轄転属により別紙目録記載の登記記録等を貴出張所に

移送します。

－26－



登記記録

－27－

登記簿

の種類

商号，未成年者若しくは支配

人の氏名又は後見人の氏名若

しくは名称

本店（支店）又は営業所若し

くは支配人を置いた営業所 備考



申請書類

－28－

申請書受付の年月日 受付番号 申請書受付の年月日 受付番号

Ｏ
Ｊ
Ｉ
、
、
〃



印鑑記録

－29－

記録の媒体 媒体の個数



別記第2号様式（第2条第3項関係）

日記第 ロ
万
円
門年 月

○○法務局○○出張所

登記官 殿

○○法務局○○出張所

登記官 皿

受 領 書

管轄転属により 年 月 日日記第 号をもって移送を受けた別

紙目録記載の登記記録等を受領しました。

(注）別紙目録は，別記第1号様式の目録による。

異状がある場合には，その旨を記載する。
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別記第3号様式（第2条第4項関係）

日記第 ロ
万
［
ロ年 月

○○法務局長 殿

○○法務局○○出張所

登記官 唖

書
生
ロ報

管轄転属により 年 月 日別紙受領書（移送書）のとおり登記記録

等の引継ぎを完了したので，報告します。
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別記第4号様式（第4条第2項関係）

日記第 号
日年 月

法務大臣 殿

唖法務局長

事務停止に関する意見書

1 登記所名

2 事務停止を必要とする理由

3 事務停止期間

上記のとおり，商業登記法第3条の規定により意見を提出します。
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別記第5号様式（第5条第2項関係）

日記第 ロ
万
［
口年 月

○○法務局長 殿

○○法務局○○出張所

登記官 唖

生
ロ 書報

当出張所登記官交替による事務の引継ぎを行いましたが， 引継ぎを受けた登記簿

その他の関係書類の調査の結果を下記のとおり報告します。

記

a
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別記第6号様式（第6条第2項関係）

受 付 帳 く商業＞

年 月 日 時 分作成

－34－

受付年月日

受付番号
登記の種類 申請人 備考

●



別記第7号様式削除

別記第8号様式（第12条第1項関係）

(表面）

5.4cm

8.6cm

(裏面）

＜注意事項＞

1 このカードは， その正当な所持人がこのカードによって特定される
印鑑を提出した者であることを証明するものです。
2 印鑑証明書の交付を請求するときは， この印鑑カードの提出が必要
となります。印鑑カードの提出がないと，印鑑証明書の交付を受ける
ことができません。
3 この印鑑カードをなくしたときは，直ちに亡失による印鑑カード廃
止届をしてください。
4 印鑑の廃止等により，印鑑カードが不要になったときは，必ず， こ
の印鑑カードを法務局にお返しください。
5 この印鑑カードを保有する会社等の代表者が変更した場合には，新
代表者は， この印鑑カードを引き継ぐことができます。
6 表面の本人識別欄には， ご自分の印鑑カードであることが分かるよ
うに， 「会社名｣， 「代表者の氏名」等を記載してください。

（このカードを拾得された方は，お近くの法務局へご連絡ください｡）

(注） 1 プラスチック製カードとする。

2 印鑑カード番号は， 4桁の庁名符号と 7桁の印鑑番号とする。

－35－

磁気ス ト
ー

フ イ ブ

法務局

印鑑力

印鑑カード番号 OOOO

本人識別欄

■■■■■■

－

ド

OOOOOOO

ホログラム桐の紋



別記第9号様式（第12条第4項関係）

－36－

交付年月 日 印鑑力 ､ .ー ド番号 担当者印



別記第10号様式（第13条第4項，第15条第1項第5号，第6号，第11号関係）

－37－

登 記 帳 簿

年度

保存簿

番号
第 号

保存

終期
年 月 日

名 称

庁 名

法務局 出張所



別記第11号様式（第15条第1号関係）

－38－

帳 簿

の名称

保存

年限

年度 番号 冊数 保存終期 廃棄年月日 備考

，
、
ﾍト



別記第12号様式（第15条第1項第2号関係）

－39－

登 記 帳 簿

年度 年

保存簿

番号
第 号

保存

終期
年 月 日

名 称

登記事務 日 記帳

庁 名

法務局 出張所



－40－

日記番号
接受又は

発送の月日
書面の日付

書面の発送者

又は受領者
書面の要旨 備 考



別記第13号様式（第15条第3号関係）

登記事項証明書等用紙管理簿

－41－

年月 日 受入枚数 払出枚数 残枚数 印 備 考



別記第14号様式（第15条第4号関係）

印鑑証明書用紙管理簿

－42－

年月 日

連続番号

(受払いした用

紙の連続番号）

受入枚数 払出枚数 残枚数 印 備 考



別記第15号様式（第27条関係）

日記第 号
日年 月

殿○○法務局長

○○法務局○○出張所

登記官 唖

登記簿及び附属書類持出報告書

商業登記規貝ll第13条の規定により報告します。

｛

1

1

－43－

持ち出した登記簿等

持 ち 出 し た 理 由

持 出 場 所

登 記 簿 等 の 現 況



別記第16号様式（第29条第1項関係）

日記第 ロ
万
［
口年 月

○○法務局長 殿

○○法務局○○出張所

登記官 唖

登記簿の全部（又は一部）滅失による登記の回復について（報告）

商業登記規則第15条第1項の規定により報告します。

(注）別紙目録は，別記第1号様式の目録による。

－44－

滅失した登記簿又は登記記録 別紙目録のとおり

滅 失 の 事 由

滅 失 の 年 月 日

予定回復登記期 間



I

別記第17号様式（第29条第1項関係）

日記第 ロ
万
［
口年 月

法務大臣 殿

匝○○法務局長

登記簿の全部（又は一部）滅失による登記の回復について（意見）

商業登記規則第15条第2項の規定により意見を提出します。

(注）別紙目録は，別記第1号様式の目録による。

－45－

管 轄 登 記 所 名

滅失した登記簿又は登記記録 別紙目録のとおり

滅 失 の 事 由

滅 失 の 年 月 日

予定回復登記期間

調査の結果及び意見



別記第18号様式（第31条関係）

日記第 ロ
万
［
ロ年 月

○○法務局長 殿

○○法務局○○出張所

登記官

寺、

、
I

唖

帳簿及び書類廃棄認可申
華
砠
室
自

次（又は別紙目録）の帳簿及び書類は，保存期間を経過したので，廃棄につき認

可されるよう申請します。

目 録

－46－

年度 名 称 冊数 保存期間
保存始期

保存終期
備考

｡



別記第19号様式（第32条第2項関係）

乙号事件 日 計表

言10~)未糧 弾
乱霊｜ 〃アテヰ、0

－47－

月 日

月

受理件数 処理件数 未済件数 備 考

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

14日

15日

16日

17日

18日

19日

20日

21日

22日

23日

24日

25日

26日

27日

28日

29日

30日

31日

計



別記第20号様式（第33条第7項関係）

別記第21号様式（第33条第8項関係）

／

－48－

交付通数 交付枚数 手数料 受付・交付年月日

交付通数 整理番号 手数料 受付・交付年月日



(注） 未済件数は，前日の未済件数と当日の受理件数とを合したも

－49－

月 日

月

受理件数
p q

処理件数 未済件数 備 考

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

14日

15日

16日

17日

18日

19日

20日

21日

22日

23日

24日

25日

26日

27日

28日

29日

30日

31日

計



別記第23号様式（第43条関係）

別記第24号様式（第43条関係）

■■－

－50－

､一

受
付

年 月 日

第 号

受
付

調
査

印鑑

昭/△‐
ハ､、口

記
入

印鑑

入力

校
合

通
知

カ
ー
ド

受付 調査 印鑑照合 記入 印鑑入力 校合 通知 力 ー ド

年 月 日 第 号 ■■■■ ■■■■

符号



別記第24号の2様式（第45条第4項関係）

登録免許税（登記手数料）納付用紙

（商業・法人登記申請用）

支局・出張所御中法務局

------------- 印紙等貼付欄一--------------1I

I I

I I

I I

I I

l 本用紙は，オンラインにより登記の申請I
I I

l をした場合において，登録免許税又は登記’
0 1

1手数料を領収証書又は収入印紙により納付I
0 0

1 1

Iするときに使用するものです。 I
I I

I O

I l

I O

I O

I 領収証書又は収入印紙は，割印をしないI
I O

I O

Iで，印紙等貼付欄に貼り付けてください。 ’
0 I

O I

I I

I I

i 商業登記法第49条（他の法令において I
O I

I準用する場合を含む｡）の支店又は従たる I
I I

l事務所の所在地における登記の申請の場合｜
| には，登録免許税又は登記手数料の別に納’
1 8

1付用紙を作成願います。
0

1

1 1

1 1

0 1

I I

I I

O I

O I

O I

O O

I I

O I

O O

O I

O I

O I

O l

O I

O I

8 1

0 1

0 1

9 I

O I

O I

O I

l I

I l

I I

1 1

1 I

I I

I O

I O

I l

I I

I I

I O

I O

I I

I O

I O

I I

I O

I O

I 8

I O

I O

I l

l O

I O

O O

I O

I I

l O

I I

I I

l I

l I

O－一一－一一ー－－－－－一－－－-一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一ゴ

（申請人の表示）

本店（事務所）

商号（名称）

資格・氏名

（代理人の表示）

住 所

氏名又は名称

（その他）

受付年月日及び受付番号

年 月 日

号受付第

納付金額 円

月 日

代理人が登記の申請をした場合には， （申請人の表示）欄の記載を省略することができます。

1件の申請で登録免許税と登記手数料を納付する場合は，各別に納付用紙を添付してください。

1件の申請で2枚以上の納付用紙を使用する場合には，それが分かるように，例えば，用紙を2枚使用したとき

は，本紙の右下に， （1／2） （2／2）の振り合いで，本紙が全体枚数のうち何枚目の用紙に当たるものである

かを記載してください。

（ ／ ）

(注） 1

2

3
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別記第25号様式（第47条第2項関係）

本こ人石崔言忍言周薑享

(注1） 確認した資料の番号を記載する。

(注2） 裏面の写しは作成しない。また，個人番号は記載しない。

(注3） 被保険者証の種類を記載する。

(注4） 写しの被保険者等記号・番号等部分は塗抹する。また，被保険者等記号・番号等は

記載しない。

(注5） 写しの基礎年金番号は塗抹する。また，基礎年金番号は記載しない。

－52－

調査年月日 年 月 日 調査担当者 ⑳

調査対象の登記の申

請の表示

受付の年月日 【 年 月 日】

受付番号【第 号】

商号,未成年者若しくは支配人の氏名又は後見人の氏名若しくは商号若しくは名称

【 】

本店又は営業所

【 】

登記の事由【 】

本人確認を要する申

請人の表示

住 所

氏 名

申請人となるべき者

以外の者が申請して
いると疑うに足りる
相当の理由の概要

調
査
内
容

調査の相手方

調査方法

確認資料

口原本

（ 注1 ）
口写し

（ 注1 ）

口本人口資格者代理人（氏名 ）□その他（ ）

口面談による調査（ 年 月 日午前・午後時 分）
口電話による事情聴取（ 年 月 日 午前・午後時 分）
口資料の提出

□その他（ ）

①運転免許証②在留カード③特別永住者証明書

④個人蚤号カニ災_(iZ21___⑤住民基本宣帳力痘_E__@旅澁_________‐
⑦被保険者証（ 注3 ．注4 ） ⑧共済組合員証（注4）

③国民年金壬帳_<建国 －1■■ーｰ。■■ q■■ q■■ q■■ q■■ q■■ q■■ q■■ q■■ 。■■ q■■ q■■ q■■ q■■ーーq■■ q■■ q■■ q■■ q■■ q■■ q■■ーq■■ーq■■ I■■ーq■■ ■U■ーーー一q■■ ■■■

⑩その他（ ）

調
査
結
果

申請の権限の

有無の判断

理 由

申請の権限が □ある。

□ない。

証拠 資 料 口確認資料の写し（ 注1 ）

□そ の 他（ ）



別記第26号様式（第48条第2項関係）

日記第 ロ
方
口
Ｈ年 月

○○法務局○○出張所 御中

○○法務局○○出張所

登記官 唖

嘱 託 書

商業登記法第23条の2第2項の規定により，下記のとおり本人確認の調査を嘱

託します。

記

1 本人確認を要する申請人又はその代表者若しくは代理人の氏名又は商号若しくは名称

2 申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由の概要

3 添付書面の表示

－53－



別記第27号様式（第49条第2項関係）

ﾌF正登言已防｣上申出壽書

－54－

申出年月日 年 月 日 申出番号

申出人の表示

住所又は本店若しくは主たる事務所の所在場所

氏名又は商号若しくは名称 ⑳

口登記の申請人となるべき者

□その他（ ）

連絡先（自宅・携帯・勤務先）

（ ） ■■■■■■■■■■■

代理人の表示

住 所

氏名又は名称

連絡先 （自宅・携帯・勤務先）

（ ） －

⑳

委任による代理

人による理由

別添委任状に記載の理由により， 申出人が登記所に出頭できない。

商号（名称）等

営 業 所

申出の事由

年 月 日ころ

が 》

， (申出人） の

①盗難にあった②不正に交付された③その他（

）ため，不正な登記の申請がされるおそれがあるので，

上記会社・法人等について登記の申請があった場合は，連絡願います。

被害届・告

訴の有無等

口有 （ 年 月 日被害届．告訴 警察署）

口無

対応期間 申出の日から3か月 （ 年 月 日まで）

上記のとおり申出します。

法務局（地方法務局）
支局

出張所
御中



別記第28号様式（第49条第5項関係）

－55－

申出

年月日

申出

番号

商号 ， 未成年者，

若しくは支配人の氏名

又は後見人の氏名

若しくは商号若しくは名称

本店又は営業所若しくは

支配人を置いた営業所

申出者

剛
乱くは名称

本人確

認調査

の要否

備考



別記第29号様式（第52条第1項関係）

｡

璽
屈 付原 本

－56－



別記第30号様式（第53条第3項関係）

日記第 号

定決

住 所

申請人

年 月 日受付第 号○○登記申請事件は， ・ ・ ・ ・ ・ ・ので，

商業登記法第24条第号(又は第33条第4項）の規定により却下します。

なお， この処分に不服があるときは，いつでも，当職を経由して，何法務局長（又

は地方法務局長）に対し,審査請求をすることができます(商業登記法第142条)。

おって， この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には， この処分の

通知を受けた日から6月以内（通知を受けた日の翌日から起算します｡）に，国を

被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります｡） ，提起しなけ

ればなりません（なお，処分の通知を受けた日から6月以内であっても，処分の日

から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので

御注意ください｡）。ただし，処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内

に審査請求をした場合には，処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の

送達を受けた日から6月以内（送達を受けた日の翌日から起算します｡）に提起し

なければならないこととされています。

年 月 日

法務局

登記官

出張所

唖

(注） 1 却下理由は，具体的かつ詳細に記載すること。

2年月日は，決定書作成の日を記載すること。

－57－



別記第31号様式（第54条第8項関係）

部取、下げ
一

f、

尽一

〃

「

／

1

－58－



別記第32号様式（第58条第5項関係）

日記第 ロ
方
［
口年 月

○○法務局○○出張所

登記官 殿

○○法務局○○出張所

登記官 唖

書知通

下記のとおり本店移転の登記を完了（又は登記を却下） したので，商業登記法第

52条第3項の規定により通知します。

記

1 商 号

2 旧本店

3新本店

4 1日本店所在地における申請書の受付の年月日及び番号

5新所在地での登記（又は却下）年月日

－59－



別記第32号の2様式（第60条の2関係）

年 月 日

法務局 支局・出張所御中

法務局 支局・出張所

登記官

圭
冒通 知

下記のとおり支店所在地における登記を，商業登記法第50条第2項の規

定により通知する。

記

1 商号

1 本店

1 登記の事由

1 本店所在地における完了年月日

－60－



別記第33号様式（第64条関係）

－61 －

日記第 ロフヲ

通 知 書

商号,未成年者若しくは支配人の氏名又は

後見人の氏名若しくは商号若しくは名称

本店（支店）又は営業所若しくは

支配人を置いた営業所

登 記 の 種 類

受 付 の 年 月 日

受 付 番 号
年 月 日 第 号

錯 誤

遺 漏
事 項

通 知 の 事 由 商業登記法第133条第1項

上記のとおり
錯誤

遺漏
を発見したので通知します。

年 月 日

○○法務局○○出張所

登記官 唖



別記第34号様式（第65条第1項関係）

日記第 ロ
方
口
Ｈ年 月

○○法務局長 殿

○○法務局○○出張所

登記官 唖

登記更正許可申出書

下記のとおり登記官の過誤（又は遺漏）があることを発見したので，更正につき

許可されるよう商業登記法第133条第2項の規定により登記事項証明書を添えて

申し出ます。

記

1 商号，未成年者若しくは支配人の氏名又は後見人の氏名若しくは商号若しくは名称

2本店（支店）又は営業所若しくは支配人を置いた営業所

3 登記の種類

4受付の年月日及び受付番号

5 更正を要する登記事項

「○○」 とあるのを「○○」 と更正

－62－



別記第35号様式（第65条第2項関係）

日記第 号

○○法務局○○出張所

登記官

（不） 許 可 書

年 月 日付け日記第 号をもって申出のあった登記の更正の

件は，下記のとおり許可する（又は○○（不許可の理由を記載すること）により許

可しない）。

年 月 日

唖法務局長

記

1 商号，未成年者若しくは支配人の氏名又は後見人の氏名若しくは商号若しくは名称

2本店（支店）又は営業所若しくは支配人を置いた営業所

3 更正すべき事項

年 月 日受付第 号○○登記事項中「○○」とあるのを「○

○」 と更正（又は「○○」の事項を追加更正）

－63－



別記第36号様式（第67条第1項関係）

－64－

職 権 抹 消 調 書

日記第 号

年 月 日

(地方）法務局 （支局（出張所)）

登記官 職印

商号，未成年者若しくは支配人の氏名又は後見人の氏名若しくは商号若しくは名称

本店（支店）又は営業所若しくは支配人を置いた営業所

根拠条文

○商業登記法第24条第1号

○商業登記法第24条第2号

○商業登記法第24条第3号

○商業登記法第24条第5号

○商業登記法第134条第1項第2号

抹消する登記

受付年月 日

受付番号

抹消す "､ミ き

登記事項

抹消する理由



別記第37号様式（第70条第2項関係）

日記第 号
日年 月

殿

○○法務局○○出張所

登記官 唖職印

書知通

上記の登記は， ○○（理由を具体的に記載すること。） により許されないので，

年 月 日までに異議の申立てがないときは， これを抹消します。

商業登記法第135条第1項の規定により通知します。

－65－

商号，未成年者若しくは支配人の氏名又は

後見人の氏名若しくは商号若しくは名称

本店（支店）又は営業所若しくは支配

人を置いた営業所

抹消する登記の受付の年月日及び受付

番号

抹消すべき登記事項

屯ヴク



別記第38号様式（第67条第3項関係）

生
ロ公

本店伎間又は営業所若し

くは支配人を置いた営業所

商号，未成年者若しくは支配

人の氏名又は後見人の氏名

若しくは商号若しくは名称

上記に係る 年 月 日受付第 号で登記した○○登記は，○○

により商業登記法第134条第1項第号に該当することを発見したので，本公告

掲載の日から○日以内に異議の申立てがないときは，その登記を抹消する。

商業登記法第135条第2項の規定により公告する。

年 月 日

○○法務局○○出張所

－66－



別記第39号様式（第67条第4項関係）

日記第
口
方

決 定

住所

異議申立人

下記につき， 年 月 日受付第 号の○○登記の抹消について，

年 月 日付けで異議の申立てがありましたが，その異議は，○○（理

由を具体的に記載すること｡）により理由がないので， これを却下します。

なお， この処分に不服があるときは，いつでも，当職を経由して，何法務局長（又

は地方法務局長）に対し,審査請求をすることができます(商業登記法第142条)。

おって， この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には， この処分の

通知を受けた日から6月以内（通知を受けた日の翌日から起算します｡）に，国を

被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります｡），提起しなけ

ればなりません（なお，処分の通知を受けた日から6月以内であっても，処分の日

から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので

御注意ください｡）。ただし，処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内

に審査請求をした場合には，処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の

送達を受けた日から6月以内（送達を受けた日の翌日から起算します｡）に提起し

なければならないこととされています。

年 月 日

○○法務局○○出張所

登記官 Ⅲ

記

未成年者若しくは支配人の氏名又は後見人の氏名若しくは商号若しくは名称

(支店）又は営業所若しくは支配人を置いた営業所

1 商号，

2本店

－67－



別記第40号様式（第67条第4項関係）

日記第 号

定決

住所

異議申立人

下記につき， 年 月 日受付第 号をもって登記した○○登記

は，○○により商業登記法第134条第1項第号に該当するから，その登記を抹

消する旨 年 月 日通知をしたところ， 年 月 日付け

をもって上記申立人より異議の申立てがあったが，その異議は，理由あるものと認

める。

よって，上記の登記は，抹消しないものとする。

年 月 日

○○法務局○○出張所

登記官 唖

記

未成年者若しくは支配人の氏名又は後見人の氏名若しくは商号若しくは名称

(支店）又は営業所若しくは支配人を置いた営業所

1 商号，

2本店

－68－



別記第41号様式（第67条第7項関係）

日記第 ロ
万
［
ロ年 月

○○法務局○○出張所

登記官 殿

○○法務局○○出張所

登記官 麺

聿
冒知通

被通知登記所管内支店所在番地

○○株式会社

年 月 日受付第 号の○○登記は，商業登記法第134条第

1項第号に該当することを発見し， 年 月 日その登記を抹消した

ので，商業登記法第138条第2項の規定により通知する。

－69－



別記第42号様式（第71条第3項関係）

日記第 ロ
万
［
ロ年 月

殿

○○法務局○○出張所

登記官 唖

通 知 書

下記の 年 月 日受付第 号の○○登記申請事件に関してされ

た審査請求は，理由があるものと認め，下記のとおりの処分をしたので，通知しま

す。

記

1 商号，未成年者若しくは支配人の氏名又は後見人の氏名若しくは商号若しくは名称

2本店（支店）又は営業所若しくは支配人を置いた営業所

3 処分の内容（具体的かつ詳細に記載すること。）

－70－



二

別記第43号様式（第71条第5項関係）

日記第 ロ
万
一
口年 月

○○法務局長 殿

○○法務局○○出張所

登記官 唖

生
ロ 書報

年 月 日付け日記第 号をもって報告した登記申請事件却下

決定に対し審査請求があり，その審査請求を理由があると認めたので，下記のとお

り処分をしました。

記

1．○○（具体的かつ詳細に記載すること｡）

-71 -



別記第44号様式（第72条第1項関係）

日記第 ロ
万
一
口年 月

○○法務局長 殿

○○法務局○○出張所

登記官 唖

意
室
冒見

年 月 日付け日記第 号をもって報告した登記申請事件却下

処分に関し，別紙のとおり審査請求があったが，本件審査請求は，下記のとおり理

由がないものと認めますから，審査請求書の正本及び関係書類を添えて本件事件を

送付します。

記

1 ．○○（具体的かつ詳細に記載すること｡）

－72－



別記第44号の2様式（第72条第4項関係）

日記第 ロ
万
［
口年 月

審理員 殿

唖○○法務局長

送 付
室
冒

年 月 日受付第 号の○○登記申請事件の却下処分に対す

る審査請求について，商業登記法第145条の規定に基づき，審査請求書及び関係

書類を添えて，登記官の意見を送付します。

｛

－73－



別記第45号様式（第73条第2項関係）

裁 決

住所

審査請求人

年 月 日受付第 号の○○登記申請事件の却下処分に関する

審査請求について次のとおり裁決する。

1．主 文

2．事案の概要

3．審査関係人の主張の要旨

4．理 由（主文が審理員意見書と異なる内容である場合には，異なることとな

った理由を含む｡）

年 月 日

唖○○法務局長

－74－



別記第46号様式（第75条第1項関係）

日記第 ロ
万
一
口年 月

殿○○税務署長

○○法務局○○出張所

登記官 唖

納付不足額通知書

登録免許税法第28条第1項の規定により通知する。

(注）登記の区分欄には，例えば， 「別表第一の第24号（一）力取締役の変更の

登記」のように記載する。

－75－

登 記 の 区 分

申請書受付の年月日及び番号 年 月 日受付第 号

課 税 標 準 額
申請書記載額

正 当 額

登録免許税額

納 付 額

正 当 額

未納金額

申請人の氏名 ・住所

(法人の場合は名称・主たる事務所）

納 税 地 (同 上）

備 考



別記第47号様式（第75条第2項関係）

不・ 足 通 知， 済

1

／
＃

’

〆

－76－

｡



別記第48号様式（第76条第1項関係）

日記第 号
日年 月

○○税務署長 殿

○○法務局○○出張所

登記官 E唖

還 付、 通 知 書

登録免許税法第31条第1項の規定により通知する。

(注）登記の区分欄には，例えば， 「別表第一の第24号（一）力取締役の変更の

登記」のように記載する。

－77－

登 記 の 区 分

申請書受付の年月日及び番号 年 月 日受付第 号

還 付 金 額 金 円

還 付 原 因 1．却下 2．取下げ 3．過識内

還付原因の生じた日 年 月 日

納付方法・収納機関の名称 1．印紙2．領収証書（

3．電子納付

銀行郵便局

支店税務署
）

申請人の氏名 ・ 住所

(法人の場合は名称・主たる事務所）

納 税 地 (同 上）

還付通知の請求・還付申出

の別及び年月日

1．還付通知請求

2．還付申出
年 月 日

希望する還付場所

市
区
町
村

銀行 郵便局

番地 （ 支店 ）

口座

備 考



言

別記第49号様式（第76条第2項，第3項関係）

付 通 矢ロ済
理
屈

0

－78－
、／‘~‐



0

別記第49号の2様式（第76条第4項）

号
日

日記

年 月

殿

○○法務局○○出張所

登記官 圃訶

聿
冒通 知

年 月 日付けをもってされた下記登記に関する登録免許税法第31

条第2項の規定に基づく還付通知請求については，過誤納付の事実は認められないの

で，税務署長に還付の通知をすることができません。

なお， この処分について不服がある場合には， この通知を受けた日の翌日から起算
して3月以内に国税通貝ll法第75条第1項の規定により国税不服審判所長に審査請求

をすることができます。 この場合には，国税不服審判所長あての審査請求書を何国税

不服審判所に提出してください。

おって， 当該処分については，国税通則法第115条第1項の規定により， 当該処
分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起す

ることができませんが，次の1）から3）までのいずれかに該当するときは，審査請

求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

1）審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。

2）処分，処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の

必要があるとき。

3）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

記

1 登記の受付年月日

2 受付番号

3 登記の区分

－79－



別記第50号様式（第77条第1項関係）

－80－

証明年月日 証明番号

再使用証明申出書

再使用申出領収証害
又は印紙の金額

金 円

領 収 証 書

現金納付
年月 日

収納機関
の名称

年 月 日

銀行 郵便局

支店 税務署

印 紙

券面額

円

円

円

円

円

円

円

合 計

枚 数

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

金 額

円

円

円

円

円

円

円

円

申請書の受付の
年月日及び番号

年 月 日 第 号

備 考

上記のとおり登録免許税法第31条第3項の規定により申出ます。

年 月 日

申請人

法務局 支局

出張所
御中

④



別記第51号様式（第77条第2項関係）

再使用できることを証明する

別記第52号様式（第80条第1項関係）

○○法務局○○出張所

〆

－81－



別記第53号様式（第81条第1項関係）
(商業）

日記（過料）第
年 月

号
日

○○地方裁判所 御中

支部

○○法務局○○出張所

登記官 匝

知通

下記のとおり過料に処せられるべき事件を発見したので，商業登記規則第118条の規定によ

り通知します。
記

(注1）過料事件通知書には，別紙として履歴事項一部証明書を添付する。
(注2）登記記録に過料に処せられるべき者の日本国内の住所が記録されておらず，その管轄が定
まらないとき （非訟事件手続法第8条）は，東京地方裁判所（非訟事件手続規則第6条）に
通知する。

－82－

登記申請の年月日

受付番号

年 月 日

第 号

違反事項の要旨 別紙のとおり

②鑿鱸

該当法条 1．会社法第976条第22号
2．会社法第915条第1項
3．会社法第976条第1号

違反者の資格及び氏名・住所

本 店

商 号

代表取締役の

氏名・住所

別紙のとおり



(系去人）

日記（過料）第

年 月

号
日

○○地方裁判所 御中

支部

○○法務局○○出張所

登記官 皿職印

知通

下記のとおり過料に処せられるべき事件を発見したので，各種法人等登記規則第5条において
準用する商業登記規則第118条の規定により通知します。

記

(注） 通知本文中，各種法人等登記規則第5条以外の規則において準用する場合は，
該当規則を修正する。

－83－

登記申請の年月日

受付番号

年 月 日

第 号

違反事項の要旨 別紙のとおり

②

該当法条

違反者の資格及び氏名・住所

主たる事務所

本店

名称・商号

代表者の資格

及び氏名・住所

別紙のとおり
ミ

イ

、



別紙

登記事項証明書記載例1 （本店の所在地におけるもの）

現在事項全部証明書

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番1号
第一電気機器株式会社

1／2整理番号エ072590 ＊ 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

－84－

会社法人等番号 0000 － 00
q■■■■■■■ 000000

商号 第一電器株式会社

第一電気機器株式会社 更
一
記

変
一
登

日
一
日

何
－
何

月
一
月

何
－
何

年
一
年

何
一
何

本店 東京都中央区京橋一丁目1番1号

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番1号 転
一
記

移
一
登

日
一
日

何
－
何

月
一
月

何
－
何

年
一
年

何
一
何

公告をする方法 当会社の公告は、東京都において発行される日

本新聞に掲載する

貸借対照表に係
る情報の提供を

受けるために必

要な事項

http ://www・ dai-ichi-d
enki . co. jp/kessan/ind
ex. html

何年何月何日設定

I■■ー｡■■ーーーーq■■ー一一ー一一一I■■一一1■■ー一■■一1■■ 1■■ 1■■ーー1■■

何年何月何日登記

会社成立の年月
日

何年何月 何 日

目的 1．家庭電器用品の製造及び販売
2．家具、什器類の製造及び販売
3．光学機械の販売
4． 電子複写機の販売

5．前各号に附帯する一切の業務
何年何月 日変更 何年何月何日登記

単元株式数 5株

発行可能株式総

数

4000株

発行済株式の総

数並びに種類及

び数

発行済株式の総数

1000株

資本金の額 金1000万円

株式の譲渡制限

に関する規定

当会社の株式は、取締役会の承認がなければ譲渡することができない

株券を発行する

旨の定め

当会社の株式については、株券を発行する。



東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番1号
第一電気機器株式会社

回
これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明
した書面である。

何年 何月 何日

○○法務局○○出張所

登記官 ○○○ 職印

2／2整理番号エ072590 ＊ 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

－85－

役員に関する事
項

取締役 甲野太郎 任
一
記

重
一
登

日
一
日

何
－
何

月
一
月

何
－
何

年
一
年

何
一
何

取締役 乙野次郎 任
一
記

重
一
登

日
一
日

何
－
何

月
一
月

何
－
何

年
一
年

何
一
何

取締役 丙野五郎 任
一
記

重
一
登

日
一
日

何
－
何

月
一
月

何
－
何

年
一
年

何
一
何

東京都文京区目白台一丁目21番5号
代表取締役 甲野太郎

任
一
記

重
一
登

日
一
日

可
↑
可

１
－
１

月
一
月

何
－
何

年
一
年

何
一
何

東京都文京区目白台一丁目21番5号
代表取締役 乙野次郎

任
一
記

重
一
登

日
一
日

何
－
何

月
一
月

何
－
何

年
一
年

何
一
何

監査役 丁野六郎

監査役

(社外監査役）

戊野七郎

監査役 戊野八郎

(社外監査役）

支店 1

神奈川県横浜市中央区北仲通一丁目3番1号

存続期間 会社成立の日から満50年

取締役会設置会
社に関する事項

取締役会設置会社

監査役設置会社

に関する事項

監査役設置会社

監査役会設置会

社に関する事項

監査役会設置会社



登記事項証明書記載例2 （本店の所在地におけるもの）

履歴事項全部証明書

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番1号

第一電気機器株式会社

整理番号エ072589 1／3＊ 下線のあるものは抹消事項であることを示す。
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会社法人等番号 0000 ■■■■■■■■ 00 － 000000

商号 第一電器株式会社

第一電気機器株式会社 更
一
記

変
一
登

日
一
日

何
－
何

月
一
月

何
－
何

年
一
年

何
一
何

本店 東京都中央区京橋一丁目1番1号

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番1号 転
一
記

移
一
登

日
一
日

何
－
何

月
一
月

何
－
何

年
一
年

何
一
何

公告をする方法 当会社の公告は、東京都において発行される日
本新聞に掲載する

貸借対照表に係る
情報の提供を受け
るために必要な事

項

http ://www.d
● ●

a l
－

1 C h 1－ ．

enki . co・ jp/kes san/ind
ex. html

何年何月何日設定

-‘■■ ‘■■ 4■■一一一一一一一一↑■■－↑■■一イ■■一一一イ■■一一一一一‘■■一！■■

何年何月何日登記

会社成立の年月日 何年何月何日

目的 1．家庭電器用品の製造及び販売

2．家具、什器類の製造及び販売
3． 光学機械の販売

4．前各号に附帯する一切の業務

1．家庭電器用品の製造及び販売
2．家具、什器類の製造及び販売

3．光学機械の販売
4． 電子複写機の販売

5．前各号に附帯する一切の業務
何年何月 何日変更 何年何月 何日登記

単元株式数 5株

発行可能株式総数 4000株

発行済株式の総数

並びに種類及び数

発行済株式の総数
1000株

資本金の額 金1000万円



東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番1号
第一電気機器株式会社

2／3整理番号エ072589 ＊ 下線のあるものは抹消事項であることを示す。
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株式の譲渡制限に

関する規定

当会社の株式は、取締役会の承認がなければ譲渡することができない。

株券を発行する旨
の定め

当会社の株式については、株券を発行する。

役員に関する事項 取締役
一

取締役

甲野太郎

甲野 太郎

取締役
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

乙野次郎

取締役 乙野次郎

取締役
一

丙野五郎

取締役 丙野五郎

東京都世田谷区三軒茶屋一丁目10番2号

代表取締役 甲野太郎

東京都文京区目白台一丁目21番5号
代表取締役 甲野太郎

東京都世田谷区三軒茶屋一丁目10番1号
代表取締役 乙野次郎

東京都文京区目白台一丁目21番5号
代表取締役 乙野次郎

監査役 丁野六郎

監査役 戊野七郎

(社外監査役）

監査役 戊野八郎

(社外監査役）



東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番1号
第一電気機器株式会社

国

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明

した書面である。

何年何月 何日

○○法務局○○出張所

登記官 ○○○ 職印

3／3整理番号エ072589 ＊ 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

－88－

支店 1

神奈川県横浜市中央区北仲通一丁目3番1号

存続期間 会社成立の日から満50年

取締役会設置会社

に関する事項

取締役会設置会社

監査役設置会社に

関する事項

監査役設置会社

監査役会設置会社

に関する事項

監査役会設置会社

登記記録に関する

事項

設立

何年何月何日登記



登記事項証明書記載例3 （支店の所在地におけるもの）

履歴事項全部証明書

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番1号

第一電気機器株式会社
管理番号0000－00－000000

日

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明

した書面である。

何年何月

○○地方法務局

登記官

何日

○○○ 職印

整理番号あ123456 1／1＊ 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

－89－

商号 第一電器株式会社

第一電気機器株式会社 更
一
記

変
一
登

日
一
日

何
－
何

月
一
月

何
－
何

年
一
年

何
一
何

本店 東京都中央区京橋一丁目1番1号

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番1号 転
一
記

移
一
登

日
一
日

何
－
何

月
一
月

何
－
何

年
一
年

何
一
何

会社成立の年月日 何年何月何日

支店 神奈川県横浜市中央区北仲通一丁目3番1号

登記記録に関する

事項

何年何月何日支店設置

何年何月何日登記


